
 
 

 

公   告 

（監 査 委 員） 

 

茨城県監査委員公告 第５号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により，平成２６年度

行政監査結果に基づき講じた措置について，茨城県知事，茨城県教育委員会教育長より通知

があったので，次のとおり公表する。 

 

 

平成２７年９月２８日 

 

 

茨城県監査委員  小 川 一 成 

同     川 津   隆 

同     岡 野 栄 治 

同     齋 藤 良 彦 



【知事部局】 

○監査対象機関 

知事部局 

○監査テーマ 

 ホームページの管理運営について 

○改善又は検討が必要な事項（総括的事項） 

 

監査の結果，各機関とも全体としては概ね

適切なホームページの管理運営が行われて

いた。 

各機関にあっては，利用者のニーズにあっ

た情報発信を組織的かつ持続的に推進し，利

用者誰もがより容易に最新の情報を入手で

きるよう，ホームページの管理運営体制の充

実を図り，利用者の視点に立った質の高い情

報提供がより一層適切に行われるよう努め

られたい。 

 

改善又は検討が必要な事項については着

眼点ごとに示すので，ホームページに関する

規程を所管する機関のうち，広報広聴課及び

教育庁総務課は，以下の①，②，③，⑤につ

いて，情報セキュリティに関する規程を所管

する情報政策課及び教育庁総務課は，以下の

④について，各機関に対し指導徹底を図られ

たい。 

 

① 要綱・要領等の整備状況について 

ガイドラインや事務処理要領等を踏ま

え，ホームページに掲載すべき情報の基準

や掲載内容の点検頻度などのルールを定

めた要綱・要領等の整備を行うこと。 

また，ホームページに掲載する情報につ

いても，事前に決裁手続きを行うこと。 

 

 

② ホームページの更新状況について 

日時が指定されている情報等について

○左に対する措置状況 

（平成 27年５月８日付け総第 155号） 

平成 27 年４月１日からの新ホームページ

システム（ウェブページの作成，更新をする

システム。以下「新ＣＭＳ」という。）の導

入に伴い，広報広聴課及び情報政策課におい

て，各課のホームページ担当者に対し，ウェ

ブアクセシビリティを含めたページ作成に

関する研修を実施するとともに，新ＣＭＳに

よる県ホームページの運用要領を定め，施行

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ＣＭＳの導入により，平成 27 年４月

１日にホームページの正式リニューアル

を実施し，新ＣＭＳの管理範囲内で統一し

た運用要領を作成し，施行した。 

なお，新ＣＭＳでは，各機関において承

認行為（決裁手続き）をしなければページ

が公開されない仕組みとなっている。 

 

 

ホームページに関する特別な知識が無く



は，遅滞なく適時の更新を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 行政情報等の提供について   

適時適切にホームページ掲載情報の点

検を行い，最新の情報提供に努めること。 

また，ホームページによる情報発信に際

しては，アクセシビリティに配慮するよう

定めた指針やガイドライン等に基づき，ア

クセシビリティへの取り組みを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

④ 維持管理の状況について 

サーバを維持管理している機関につい

ては，ウィルス対策ソフト等によりセキュ

リティ対策を適切に行うこと。 

また，サーバへアクセスするために必要

なパスワードを事前にパソコンに記憶さ

せることなく，適切な管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ても，県民等に提供する必要がある情報を

確実に，かつ適時に更新することができる

ようにするため，新ＣＭＳを導入したとこ

ろである。 

なお，新ＣＭＳでは，日時指定（休日・

夜間でも）でページを公開できるようにな

った。 

 

 

新ＣＭＳの機能により，情報の掲載日が

ページ右上部に自動的に表示されること，

掲載１年経過前に自動でメールがページ

所管課に届くことから，古い情報が掲載さ

れ続けることは解消されるものと思われ

る。 

また，ウェブアクセシビリティについて

も，新ＣＭＳの機能により，ＪＩＳ規格に

準拠したページに簡易に変換することが

できるようになり，研修において，各課に

周知している。 

 

 

ウィルス対策ソフトの導入，更新につい

ては，今回の監査で問題とされた関係所属

に対し，個別に対策を指導した。ウィルス

対策ソフトについて，常に最新の状態にな

っていることを確認済みである。 

また，全所属に対し，情報セキュリティ

の徹底について通知を行うとともに，毎年

度当初に開催している全所属の情報セキ

ュリティ管理者を対象とした研修会で，注

意喚起を実施した。 

パスワードの適切な管理については，研

修会や情報セキュリティメールマガジン

において周知を図っている。 

また，新ＣＭＳによりパスワードがパソ



 

 

 

 

 

 

⑤ その他 

ホームページのアクセス件数等により

利用状況を把握するとともに，可能な限り

利用者からの意見や要望が反映されるホ

ームページの作成を行うこと。 

また，県が管理運営するホームページで

あることや掲載された情報が県の提供に

よるものであることが容易に分かるよう，

基本的な情報など，可能な限り統一を図る

こと。 

 

コンに記憶できないように措置済みとな

っている。ただし，企業局，警察本部，県

議会のホームページは，新ＣＭＳを利用し

ていないことから，パスワードの適切な管

理について個別に指導を行っている。 

 

 

アクセス件数については，情報政策課が

作成・提供している資料により，以前から

各課において把握できるようになってい

る。 

また，新ＣＭＳの導入により，統一した

ページデザインを使用することにより，サ

イト全体に統一感を持たせた。 

 

 

 

【教育委員会】 

○監査対象機関 

教育庁 

○監査対象テーマ 

 ホームページの管理運営について 

○改善又は検討が必要な事項（総括的事項） 

 

監査の結果，各機関とも全体としては概ね

適切なホームページの管理運営が行われてい

た。 

各機関にあっては，利用者のニーズにあっ

た情報発信を組織的かつ持続的に推進し，利

用者誰もがより容易に最新の情報を入手で

きるよう，ホームページの管理運営体制の充

実を図り，利用者の視点に立った質の高い情

報提供がより一層適切に行われるよう努め

られたい。 

 

改善又は検討が必要な事項については着

眼点ごとに示すので，ホームページに関する

規程を所管する機関のうち，広報広聴課及び

○左に対する措置状況 

（平成 27年５月 13日付け教総第 177号） 

平成 27 年３月９日に，行政監査報告書の

「改善又は検討が必要な事項」として指摘さ

れた項目に対応するよう，関係機関に対し通

知を発出した。 

また，４月 22 日には教育庁各課，教育事

務所，学校以外の教育機関の広報担当者が出

席する広報担当者会議において，５月１日に

は県立学校の教頭・副校長会議において，そ

れぞれ改めて対応を指導した。 

 

 

 

 

 



教育庁総務課は，以下の①，②，③，⑤につ

いて，情報セキュリティに関する規程を所管

する情報政策課及び教育庁総務課は，以下の

④について，各機関に対し指導徹底を図られ

たい。 

 

① 要綱・要領等の整備状況について 

ガイドラインや事務処理要領等を踏ま

え，ホームページに掲載すべき情報の基準

や掲載内容の点検頻度などのルールを定

めた要綱・要領等の整備を行うこと。 

また，ホームページに掲載する情報につ

いても，事前に決裁手続きを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ホームページの更新状況について 

日時が指定されている情報等について

は，遅滞なく適時の更新を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

③ 行政情報等の提供について   

 

 

 

 

 

 

 

掲載すべき情報の基準等が定められて

いる学校情報セキュリティ実施手順など

に基づいた適切な運営を行うよう，指導し

ていく。 

また，要綱・要領等が整備されていない

所属に対しては，早急に整備を行うよう指

導する。 

平成 27 年９月に更新する茨城県情報ネ

ットワークに，担当者が作成したホームペ

ージを，所属長等が承認してから発信する

システムを組み込み，県立学校等における

情報発信体制を強化する。 

今後も引き続き，掲載情報については，

県が作成した「公文書」であるという認識

のもと，軽微な内容の更新や迅速な情報発

信が必要なものについても事前に所属長

等の決裁手続きを行うよう周知徹底を図

り，指導していく。 

 

 

ホームページの機能を効果的に発揮す

るために，日時が指定されている情報等に

ついて，遅滞なく適時に更新を行うよう指

導していく。 

コンテンツ管理システムの研修会を平

成 27 年６月及び７月に実施し，適時に更

新するよう指導する。 

 

 



適時適切にホームページ掲載情報の点

検を行い，最新の情報提供に努めること。 

また，ホームページによる情報発信に際

しては，アクセシビリティに配慮するよう

定めた指針やガイドライン等に基づき，ア

クセシビリティへの取り組みを行うこと。 

 

 

④ 維持管理の状況について 

サーバを維持管理している機関につい

ては，ウィルス対策ソフト等によりセキュ

リティ対策を適切に行うこと。 

また，サーバへアクセスするために必要

なパスワードを事前にパソコンに記憶さ

せることなく，適切な管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

⑤ その他 

ホームページのアクセス件数等により

利用状況を把握するとともに，可能な限り

利用者からの意見や要望が反映されるホ

ームページの作成を行うこと。 

また，県が管理運営するホームページで

あることや掲載された情報が県の提供に

よるものであることが容易に分かるよう，

基本的な情報など，可能な限り統一を図る

こと。 

 

掲載情報について古い情報が掲載され

ていないか，更新されるべき情報の更新が

行われていないか等について，適時適切に

点検を行い，最新の情報提供に努め，また，

茨城県ウェブアクセシビリティガイドラ

イン等に基づき，アクセシビリティへの配

慮の取組みを行うよう指導していく。 

 

 

教育庁のホームページについては，茨城

県教育情報ネットワークのウェブサーバ

により情報発信を行っており，統一したセ

キュリティ対策により安心安全な環境で

運用している。茨城県教育情報ネットワー

クのサーバを使用していないシステム等

を管理している所属については，引き続き

セキュリティの強化やパスワード厳重管

理を行うよう指導し，適切な対策を行って

いく。 

 

 

ホームページの利用状況を把握し，検証

を行うことにより，可能な限り利用者が求

める情報が反映されたホームページの作

成を行っていく。 

統一性については，平成 27 年 9 月にコ

ンテンツ管理システムを県立学校などの

ホームページに導入することにより体裁

等の統一を図っていく。 

 

 

 


